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 この「業務仕様書」（以下「仕様書」という。）は、岩手県（以下「県」という。）が

実施する「令和８年度県南広域振興局子どもの学習・生活支援事業委託業務」（以下「本業

務」という。）に係る受託候補者の選定に関して、県が、契約する事業者（以下「受託者」

という。）に要求する本業務の概要や仕様を明らかにし、企画コンペに参加しようとする者

（以下「参加者」という。）の提案に具体的な指針を示すものです。 

 

１ 本業務の目的                                   

県南広域振興局管内（西和賀町、金ケ崎町及び平泉町）の生活困窮家庭等の中学生に対

し、学習支援や悩み相談等を行うことにより、学習等の場所、機会を提供し、学習する習

慣等を身につけ、進学に向けた学力の向上、学校生活の安定などを図り、社会的自立を支

援することを目的とする。 

 

２ 委託実施期間                                   

 委託契約締結日から令和９年３月 31 日まで 

 ※ 委託業務の契約は単年度毎とするが、県が委託業務の執行状況が良好と認めた場合

は、契約を３年間まで継続することがある。 

 

３ 事業内容                                     

県が選定した生活困窮家庭等の中学生（以下「対象中学生」という。）に対し、次の事

項を踏まえ、業務の目的に照らして効果的な学習会等の実施を行うこと。 

(１)  学習会等の実施時間、回数等 

受託者は、町から提供を受けた公共施設等において学習会等を実施する。 

学習会等は原則として、1 回あたり 2 時間とし、契約期間中に 80 回以上実施する。 

なお、実施にあたっては、契約期間中に別途協議の上決定する日程で学習会等を実

施する。また、新型コロナウイルス感染症等の感染拡大など、集合による学習会の開

催が困難な場合には、別途協議の上、通信教育等の方法により学習会を代替開催し、

開催回数を確保するものとする。 

 

(２)  学習会等の実施方法 

 受託者は、対象中学生が参加しやすい形式で、町毎に業務目的を達成できるような

学習会等を実施する。 

 

 (３)  配置職員 

各会場に学習支援管理者を１名配置するとともに、支援対象者数に応じて学習支援

員を配置する。（各会場を兼務することも可とする。） 

学習支援管理者：学習支援員の管理・監督・指導・調整及び関係機関との調整を行

うこと。 

学習支援員：学習指導、進路、悩み相談等を実施すること。（各会場に２名以上。

ただし、学習会等の参加者が２名以下の場合、１名で可とする。） 

 

(４) 連絡会議の開催等 

   受託者は、契約期間中に学習会等の運営を円滑に進めることができるよう、県と連

絡会議を定期的に実施するとともに、随時、学習会等の状況を報告する。 

 

(５) 安全管理 

   受託者は参加中学生及びスタッフの保険加入のほか、安全管理に十分な配慮をする

こと。また、新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策については、基本的な感染

対策を徹底するとともに、使用する公共施設等の対策を遵守すること。さらに、新型

コロナウイルス感染症等の感染の拡大、地震・大雨・大雪等の自然災害その他の災害
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の発生（発生が予想される場合を含む）時には、県及び関係する町等と連携し、速や

かに学習会の開催の可否の判断及び参加者への連絡ができるような体制を整えること。 

 

４ 契約に関する条件                                 

(１) 再委託等の禁止 

  受託者は、本業務の全部又は県の承認を得ずに本業務の一部を第三者に委託し、又

は請け負わせてはならない。 

(２) 業務履行に係る関係人に関する措置要求 

  県は、本業務の履行が著しく不適当と認められる場合、受託者に対し、必要な措置

を請求することができることとする。 

受託者は、当該請求があったときには、必要な措置を講じ、その結果を、請求を受

けた日から 10 日以内に県に対して文書により通知しなければならない。 

(３) 権利の帰属等 

  本業務において、製作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権

等に関しては、原則としてその全てが受託者から県に移転するものとする。ただし、

成果物を本業務以外で使用する等、契約によりがたい事案が生じた場合は、その都度

協議しなければならない。  

(４) 機密の保持 

     受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的以外の利用、

第三者に開示、漏えいしてはならない。契約終了後も同様とする。 

(５) 個人情報の保護 

     受託者は、本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に

関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人情報保護法」という。）の例により

下記のとおり個人情報を取り扱うものとする。 

ア 受託者は、個人情報保護法第 66 条第２項において準用する同条第１項の規定によ

る安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならな

いこと。 

イ 受託者は、当該業務において取り扱う個人情報の管理責任者及び当該業務に従事

する者（以下「受注業務従事者」という。）を指定し、県に報告すること。 

ウ 受託者は、利用目的以外の目的のために利用しないよう、本事業において取り扱

う個人情報の使用目的、使用範囲等を明確にすること。 

エ 受託者は、引き渡された個人情報の返還、廃棄等の時期を明確にすること。また、

業務完了後も県に個人情報の保管を指示された場合は、その方法を明確にすること。

その保管が完了したときは、県の指示に従い、速やかに個人情報を返還し、又は廃棄

すること。 

オ 受託者は、個人情報の運搬が伴う場合には、運搬の過程で個人情報が紛失等する

ことがないように、受注業務従事者が直接運搬する等、運搬及び受渡しの方法につい

て確実な措置を講じなければならないこと。 

カ 特記事項に違反した場合には、損害賠償請求等の措置を採る場合があり、個人情

報保護法に違反した場合には、個人情報保護法の規定に基づき処罰される場合がある

こと。 

キ 個人情報の適正な取扱いを確保するため、県は、別途報告又は資料の提出を指示

する場合があり、その場合、受託者は、県の指示に従うこと。 
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別 記 

個人情報取扱特記事項 

 （基本的事項） 

第１ 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業

の遂行（以下単に「業務」という。）の実施に当たっては個人の権利利益を侵害する

ことのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。また、死者に関

する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２ 受託者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知

らせ、又は不当な目的に利用してはならない。業務が終了し、又はこの契約を解除さ

れた後においても、同様とする。 

 （個人情報管理責任者等） 

第３ 受託者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理

責任者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、

書面により県に報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらか

じめ県に報告しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定め

る事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しな

ければならない。 

 （作業場所の特定） 

第４ 受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め、あらか

じめ県に報告しなければならない。 

２ 受託者は、作業場所を変更する場合は、書面によりあらかじめ県に報告しなければな

らない。 

 （個人情報の持出しの禁止） 

第５ 受託者は、県の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持

ち出してはならない。 

 （保有の制限） 

第６ 受託者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令

（条例を含む。）の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達

成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。 

 （個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 受託者は、県の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約

の目的以外のために利用し、又は県の書面による承諾なしに第三者に提供してはなら

ない。 

 （漏えい、毀損及び滅失の防止等） 

第８ 受託者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 （教育の実施） 

第９ 受託者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、

教育及び研修を実施しなければならない。 

 (１) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に使用してはならないこと。退職後においても、同様とすること。 

 (２) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な

事項 
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 （資料の返還等） 

第 10 受託者は、業務を処理するために、県から引き渡された、又は受託者自らが取得

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料は、使用する必要がなくなった場合

は、速やかに、かつ、確実に廃棄するものとする。ただし、県が別に指示したときは、

当該方法によるものとする。  

 （個人情報の運搬） 

第 11 受託者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された

資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受託

者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 

 （再委託の承諾） 

第 12 受託者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、県が書面

により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。なお、再委

託した業務を更に委託する場合も同様とする。 

２ 受託者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、

再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性

及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした

上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を県に協議し、その承諾を得なけれ

ばならない。 

３ 前項の場合において、受託者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させ

るとともに、県に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものと

する。 

４ 受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方

法について具体的に定めなければならない。 

５ 受託者は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとと

もに、県の求めに応じて、管理及び監督の状況を県に対して適宜報告しなければなら

ない。 

 （実地調査） 

第 13 県は、受託者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随

時実地に調査することができる。 

 （指示、報告等） 

第 14 県は、受託者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受

託者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求める

ことができる。 

 （事故発生時の対応） 

第 15 受託者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の

発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに県に対して、当該事故に関わる個人情報

の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、県の指示に従わな

ければならない。 

２ 県は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事

故に関する情報を公表することができる。 

 

 


